
 

 

旬の話題♪ 「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が新設されました。 

上田税理士事務所 

事務所通信4月号 

編集担当：岩岡 信介 

 この制度は、先般の税制改正にて、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、お孫さんへの教育資金とし

て金銭を一括で贈与された場合に、通常であれば110万円を超える金額については、贈与税の課税対象となりますが、

要件に適合すれば、1500万円までの金額が非課税となる制度です。 
 

 適用を受ける要件として、お孫さんの年齢が30歳未満の方が対象で、学校の授業料であったり学校以外の習い事でも

活用することができます。（学校以外の場合は、500万円までが限度となります。） 
 

 手続きとしましては、受け取るお孫さんがこの特例を受けようとする旨を記載した教育資金非課税申告書を金融機関経

由で、納税地の税務署へ届出る必要があり、実際に払い出しをする時は、領収書等を金融機関へ提出し払出しをしても

らい教育資金として使っていってもらいます。 
 

 最終的には、お孫さんが30歳になった時点で、一括贈与資金の中から、実際に教育資金としていくら使用したかを税務

署へ調書を作成し、提出します。もし残額が残っている場合は通常の贈与税の課税対象となりますのでご注意ください。 
 

この制度は、3年間の特例ですので、相続対策として生前贈与を検討されておられる方は、早めにご検討されてはいかが

でしょうか？ 

「新年度のスタート」 
 

 皆様、こんにちは。 

  街のあちらこちらで、満開の桜を見ることが出来る時期になりました。やっぱり、春はいいです

ねえ。桜を見ると、何とはなしに、気分が良くなるように思います。 

 そして、4月といえば新年度のスタートの月です。通勤電車で、新社会人らしき人を見かける

と、自分が30数年前に社会人の一歩を踏み出したときのことを思い出し、気持ちを新たにして

いる今日この頃です。 
 

 さて、今月は、特別に皆様にご報告したい、うれしい事があります。 

2年前からスタッフとしてがんばってくれている吉田君が、4月1日に税理士の認証式を終了しま

した。晴れて、「吉田公彦税理士」の誕生です。 

上田税理士事務所にとって、初めての登録者ということもあり、大変うれしく思っています。 

 また、今月の8日には、新事務所での業務が開始します。 

 税理士2名となった新たな体制で、複雑化する毎年の改正税制への対応、タイムリーな情報

提供、有益なご提案など、お客様へのサービス向上に、スタッフ一同、気持ちを新たに取り組ん

でいきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。 

  皆様におかれましては、季節の変わり目ですので、くれぐれもご自愛ください。 
  

                           平成25年4月1日（月）  税理士 上田 兵二 
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 上田税理士事務所入社から2年、この度無事に税理士登録をすることができました。 

これもひとえに皆様の日頃からのご指導、ご鞭撻の賜物と感謝するとともに、この場をかりて御

礼申し上げます。 

 先日、税理士になる際のセレモニーで「証票伝達式」というものに出席してきたのですが、折し

も新年度初日、桜はほぼ満開で天気もよく、昔の入学式が思い出されました。社会人となって

からは、このような節目の場面に出会うことも少なかったため、気持ちを新たにするよい機会とな

りました。一層重くなる責任を自覚しつつ、関与先の皆様、そして社会のために貢献できる税理

士を目指して日々精進していきたいと思います。今後とも宜しくお願い致します。 
                            

                            平成25年月1日（月）   税理士 吉田 公彦 



 

 

   ～毎月巡回監査で訪問しているお客様をご紹介します～   

        今回のお客様は パッションワイン小仲酒店 様です♪ 

              ご協力ありがとうございました！【巡回監査担当 : 松丸 直也】  

今月は松丸が担当させていただいているパッションワイン小仲酒店様をご紹介さ

せて頂きます。パッションワイン小仲酒店様は京都市にてワイン専門店を経営され

ています。ワインの輸入が自由化されて間もない1973年に創業されました。 

 

戦後の日本では生葡萄酒（ｷﾌﾞﾄﾞｳｼｭ）という名前でワインが生産されていました

が、その味は酸っぱく、甘みがありませんでした。そこで当時、日本人には好まれて

いなかった味をサントリーの前身「寿屋」が甘みのあるポートワインとして広めていまし

た。しかし、小仲さんはポートワインではなく生葡萄酒の味に魅せられて、この味を広

めたいと創業を決意されました。小仲さんは、「人に幸福感と健康を“食”でアシスト

したい。それだけです。」と40年間変わらぬ事業意欲をみせています。 

 

巡回監査で店舗にお伺いした時、ワインの品揃えにいつも驚かされます。フランス

ワインを中心とした品揃ですが、ロワール地方などマイナーな地方の良品も集結させ

ておられます。初心者からワイン愛好家まで満足すること間違いなしです。ワインに

ついての質問を一度投げかけると、ワインの作り方や地方の特性、ビンの形状、保存の仕方、、、等々あふれんばかり

の情報をもらうことができます。ワインの話をしている小仲さんはいつも活き活きされており、非常に魅力的です。 

 

「お客さんにより、味の捉え方が異なるため、ワインに対する考え方や想いを理解してもらうのに時間がかかります。

ワインの試飲を繰り返しながら、自分の主張をしすぎないようにお客さんにあったワインを選定します。お客さんに信頼

されるように、じっくりと時間をかけて、ワインに対する想いを伝えて行きたいです。」と、ワインに対する想いを情熱的に

お客さんに伝えていきたいと言う小仲さん。 

 

    小仲さんの提供するワインはまさしく、パッションワインです。良質のワイン

は、小仲さんの手にかかるとなおさら美味しくなります。ワインが大好きな方や

贈答品等をお考えの方は、一度小仲さんにご相談されてはいかがでしょうか。 

～パッションワイン小仲酒店～ 
 

 

住所：〒603-8247 

 京都府京都市北区紫野泉堂町４

電話：075-491-3606 

営業時間：AM 6:00 ～ PM 20:00 

URL：http://www.passion-wine.com/

system/shop/shop_index.cgi 

『色々なワインがたくさんあります♪』 

『小仲様と奥様です♪』 

http://www.passion-wine.com/


 

 

  

今回は日本政策金融公庫さんをご紹介します。 

 上記「Surplus サープラス」の記事でご紹介させて頂きました中小会計要領は、金融機関や税理士、公認会計

士の各関係団体などと、中小企業庁や金融庁が連携し、一丸となって普及・活用を進めています。そして、こ

の中小会計要領の活用に対する支援策として、日本政策金融公庫における金融面での支援が挙げられます。 
 

 日本政策金融公庫は、国の政策として中小企業に積極的に融資を行う金融

機関です。日本政策金融公庫から融資を受ける際に、上記中小会計要領に準

拠した計算書類を作成していれば、優遇金利で借入を行う事が出来ます。そ

の際に、中小会計要領に準拠していると証明し、融資の際に決算書に添付す

るのが、『中小会計要領の適用に関するチェックリスト』です。 
 

上田税理士事務所では、決算を行う際にこのチェックリス

トを作成しておりますので、融資の際はすぐに提出する事

が可能です。融資をお考えの際は、巡回監査担当者にお尋

ねください。 

   編集担当：小長野 裕基 

 『新しい会計のルール』  
 
 

 「中小会計要領」をご存知ですか？この中小会計要領は、平成24年2月に策定された中小企業向けの会計の新

しいルールで、以前からある中小指針よりも、中小企業の経営の実態に合わせて作られています。 
 

 この新しいルールは、金融機関も非常に注目しており、中小会計要領に従って会計処理を行っていれば、保

証協会の保証料率の割引を受けることができます。この融資制度が、平成25年4月から開始しています。 
 

 この中小会計要領に従った会計を行うに当たり、最大の課題となるのが、減価償却費の計上についてです。

決算書の見栄えを良くするために減価償却費を全額計上せず、来期以降へ持ち越すという手段をよく目にしま

す。しかし、この手段を使うと中小会計要領に従った会計とはいえず、金利の優遇を受けることができなくな

ります。 
 

 減価償却費の計上方法以外にも、課題は少なからずあります。巡回監査担当者と一緒に今後の会社の会計に

ついて考えていきましょう。 

 

 

  
 

  

 

  編集担当：西村 麻耶 



 

 

〒542-0081                   TEL   06（6253）5885  
大阪市中央区南船場3‐4‐26          FAX   06（6253）7557 
            出光ナガホリビル7階        Ｅｍａｉｌ info@zh-beruf.com 
  
＊毎月15日に、経営に役立つ情報満載のメルマガを配信していま
す。ご希望の方は、ホームページからご登録頂くか、巡回監査担当
者にご連絡下さい。 

 最近は、事務所の移転や税理士吉田の誕生など、色々な

出来事がありました。それに加え、先月新しいメンバーが上

田税理士事務所に加わりました。次回の事務所通信で、本

人のご挨拶とともに、ご紹介させていただきます。是非、お楽

しみに。 

 ４月になり、ようやく暖かくなってきましたが、朝晩はまだまだ冷

え込むことも多いようなので、体調にはくれぐれもお気をつけ下さ

い。 

上田税理士事務所 

お読みいただきありがとうございました。 

是非、ホームページもご覧ください。http://www.zh-beruf.com 

  編集担当：有留 奈美 

    編集担当：有留 奈美 

 今月の「ほっと一息♪」は7か月ぶりに有留が担当させて頂きます。 
 

 最近はお休みの日でも、部屋にひきこもってばかりでしたので、「何か新しい事を始めた

い」という思いから、先日初めて陶芸に挑戦しました。 
 

 実は、私の母は大阪府南部にある泉南市で陶芸の先生をしています。「陶芸を教えて

ほしい」と母に言った時は、少し驚いているようでした。 
 

 陶芸といっても作り方は二種類あり、「手びねり」といって粘土遊

びのように自分の手だけで形を作るものと、「ろくろ」という機械を使って、粘土をまわしながら形を

作るものがあります。 

 土でどろどろになるからと、母が用意していた割烹着と汚れてもいいスリッパを履いて「ろくろ」を

体験しました。 
  

 「ろくろ」の基本は、腕から手先を常に固定すること。なんですが、ほんの少しでも軸がずれて固

定できていなかったり、ろくろを回す速さが遅かったりすると形が崩れるとても繊細な作業です。 
 

 陶芸は自分の気持ちが素直にでるらしく、気分がイライラしている時や落ち込んでいる時は、あ

まり良い作品ができなかったりするようです。 
 

 今までは、体を動かしながらリフレッシュする事が多かったのですが、陶芸のようにこうして気持

ちを落ち着かせる事で、初めてリフレッシュできたような気がします。 

    編集担当：吉田 公彦 

『いつになく真剣♪』 

『初作品のコーヒーカップ♪』 

 今回の「南船場から♪」は吉田が担当させて頂きます。事務所通信等でもお知らせしたとおり上田税理士事務所は４

月に事務所を移転します。 

 ということで今後は同じ「南船場から♪」でも、南船場4丁目から南船場3丁目へと話題の中心が変わることになりそうで

す。 
 

 さて、御堂筋を挟んで東西反対側に位置するこの二つの街ですが、同じ南船場でもずいぶんと雰囲気が異なるようで

す。旧事務所のある４丁目は、アパレルやら飲食店をはじめとする比較的小規模な建物が立ち並ぶちょっとおしゃれな

感じのする街でしたが、新事務所の位置する３丁目は、心斎橋筋商店街、東急ハンズなど商

業施設も多い半面、大きなビルが立ち並ぶオフィス街という面もあります。 
 

 そして、今回我々が事務所を構える出光ナガホリビル。１階

部分がガソリンスタンドなので、皆さまお越しの際はとても分か

りやすいかと思います。 
 

 ガソリンスタンドの近くはちょっと心配だという意見もありまし

たが、「ガソリンが引火したくらいではビクともしません！」という

ビルからの説明でスタッフ一同安心して業務に打ち込むこと

ができそうです。 

mailto:info@zh-beruf.com
http://www.zh-beruf.com

